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令和３・４年度
建設工事に係る競争入札参加資格審査に

ついて

令和２年１０月

福井県土木部土木管理課
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①建設キャリアアップシステムへの取組み

②持続可能な地域・社会づくりへの取組み

③緊急時災害対応等への取組み

２ 特別項目点数の改正事項

３ 経営事項審査の再審査について
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１ 令和3・4年度資格審査について
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１ 令和3・4年度資格審査について
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令和２年１１月１日（日）～令和２年１２月３１日（木）

※申請期間内の消印があるものに限り有効

１ 令和3・4年度資格審査について－①

１ 申請期間

２ 経営事項審査の審査基準日

令和元年１０月１日（火）～令和２年９月３０日（水）

※上記期間に終了する事業年度に係る経営事項審査
を受審していること
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①電子申請≪ふくeネット電子申請≫での申請

②次に掲げる書類の送付（持参または郵送）
・①の電子申請で入力した様式を印刷したもの
・電子申請で入力する様式以外の様式
・滞納がない旨の証明書、登記事項証明書
・その他の添付書類

１ 令和3・4年度資格審査について－②

３ 申請方法

※注意事項

・①および②の両方の手続を申請期間内に完了すること

・②について、郵送の場合は申請期間内の消印有効とし
て取り扱う
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１ 令和3・4年度資格審査について－③

４ 提出先

区分 主たる営業所 提出先

県内
業者

福井市、永平寺町 福井土木事務所 総務課

あわら市、坂井市 三国土木事務所 総務課

大野市、勝山市 奥越土木事務所 総務課

鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町 丹南土木事務所 総務課

敦賀市、美浜町、若狭町（旧三方町） 敦賀土木事務所 総務課

小浜市、高浜町、おおい町、若狭町（旧上中町） 小浜土木事務所 総務課

県外
業者

県外（県内に営業所があるものを除く） 土木管理課 建設産業・人材
支援室
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１ 令和3・4年度資格審査について－④

５ メールアドレスについて

・資格審査で登録するメールアドレスを用いて、土木管理課からの

情報提供やイベント等の広報のため、メールマガジンを活用して

います。

・登録したメールアドレスによっては、メールマガジンが活用できない

場合がありますので、メールマガジンを希望する際には、自社の

PCのメ―ルアドレスを登録していただきますようお願いします。

※携帯のメールアドレスはメールマガジンで使用できません。

※行政書士事務所のメールアドレスを登録する場合は、登録した
行政書士事務所にメールマガジンが送付されます。
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１ 令和3・4年度資格審査について－⑤

６ 福井県建設産業就業実態調査（仮称）について

担い手確保事業および建設産業外国人労働者受入環境整備事業の一環とし

て、県内の若手職員や外国人労働者の雇用状況を把握するため、「福井県建

設産業就業実態調査（仮称）」を実施します。

＜概 要＞

＜実施方法＞

土木管理課内HP（令和3・4年度建設工事に係る競争入札参加資格審査）
の回答フォームから回答し、受信確認画面を印刷したものをその他の資格審
査提出資料と併せて提出してください。

※県内の就業実態を把握する目的のみに使用することから、資格審査の審
査結果には全く影響しません。
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２ 特別項目点数の改正事項

目 次
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建設技能者の地位向上および現管管理の効率化の
推進を目的とし、以下の加点を行います。

＜評価項目＞（土木一式、建築一式のみ）

建設キャリアアップシステムに事業者登録をしている者

【０．５／１００】

２ 特別項目点数の改正事項－①

①建設キャリアアップシステムへの取組み
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＜提出書類＞

申請期間末日（令和２年１２月３１日）までに、事業者ＩＤ

登録が確認できる書類を提出

２ 特別項目点数の改正事項－①

（出典）（一財）建設業振興基金「事業者用建設キャリアアップシステムご利用ガイド 第2版」より
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ＳＤＧｓの理念に沿った、持続可能な地域・社会づく
りの推進を目的とし、以下の加点評価を行います。

＜評価項目＞

「ふくいＳＤＧｓパートナー」登録をしている者

【１／１００】

２ 特別項目点数の改正事項－②

②持続可能な地域・社会づくりへの取組み
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＜提出書類＞

申請期間末日（令和２年１２月３１日）までに、
「ふくいＳＤＧｓパートナー」登録通知書を提出

２ 特別項目点数の改正事項－②

（参考）ふくいＳＤＧｓパートナー登録方法

＜申請方法等＞

詳細は下記ＨＰを参照
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/seiki/sdgs/sdgs-partner.html

※申請から登録までは約２週間程度となっております。

＜申請先および問い合わせ先＞

福井県地域戦略部未来戦略課 0776－20－0759

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/seiki/sdgs/sdgs-partner.html
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緊急時災害対応等で特に加点評価することが適当
である者として、以下の加点評価を行います。

＜評価項目＞（土木一式）

内容 加点割合

ア 平成３０年豪雪で県除雪に従事した者
（平成２９年度に福井県と除雪契約を締結した業者）

１／１００

イ 平成３０年豪雪で広域除雪に従事した者
（自社土木管内→他土木管内もしくは県→市町）

２／１００

２ 特別項目点数の改正事項－③

③緊急時災害対応等への取組み

※ア、イの重複不可
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＜提出書類＞

２ 特別項目点数の改正事項－③

ア 平成３０年豪雪で県除雪に従事した者

提出書類 平成29年度県除雪作業に係る契約書の写し

イ 平成３０年豪雪で広域除雪に従事した者

提出書類 平成３０年豪雪に伴う土木部長表彰状の写し
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３ 経営事項審査の再審査について

目 次
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＜概要＞

経営事項審査に係る審査基準の改正に伴い、再審査を実

施（令和2年4月1日から令和2年7月29日）
・建設キャリアアップシステムにおける、レベル3およびレベル４の建
設技能者を経営事項審査において技術職員と評価するもの。

＜資格審査における取扱い＞

旧経審による総合評定値または新経審による総合評定値

のいずれでもよいこととします。

ただし、旧経審および新経審のいずれの総合評定値も有

する場合は、新経審による総合評定値によることとします。

３ 経営事項審査の再審査の取扱いについて


